
第２次北海道男女平等参画基本計画 平成２５年度重点事項に係る意見（案）

資料８

① 【基本方向１】 男女平等参画の啓発の推進
【施策の方向(1)】 広報・啓発活動の充実（佐藤副会長、柿田委員）
【施策の方向(2)】 調査の充実（崎広委員）
内容

選定理由

② 【基本方向２】 男女平等の視点に立った教育の推進
【施策の方向(1)】 家庭における男女平等教育の推進（加藤委員、山中委員）
【施策の方向(2)】 学校における男女平等教育の推進（多田委員、清水委員、早坂委員）
内容

選定理由

③ 【基本方向３】 性の尊重など女性の人権についての認識の浸透
【施策の方向(1)】 性の尊重についての認識の浸透（清水委員）
内容

選定理由

共働き家庭が多くなった今日においても、依然として女性の家事負担が大きい。男女平等参画実現のための取組の効果を高め
るためには、一番密接にかかわる家庭内において親たちの意識変革が必要である。

また、将来社会の担い手となる児童生徒が、子どものうちから男女平等の理念を学ぶことが大切であり、学校において、キャ
リア教育を一層充実し、性別にとらわれない職業意識の育成することや、ワークライフバランスの重要性や保護者の意識変容に
ついて啓発を進めていくことが重要であることから選定した。

男女相互の性の尊重を促すための学習機会の提供や広報活動の充実に努めるとともに、児童生徒の発達に応じ、性に関する正
しい知識を身につけ、生命の大切さを理解し、自覚と責任を持った行動がとれるよう、学校における性教育の充実を図る。

目標Ⅰ 男女平等参画の実現に向けた意識の変革

誰もが男女平等参画の理念や社会的性別の視点についての正しい理解、男女平等参画に関わる諸問題についての理解を深める
ことができるよう、様々な機会を通じ、インターネットなど多様な媒体を有効に活用して、きめ細かな広報・啓発活動を積極的
に行う。

道民の意識をはじめとする現状・課題を把握するとともに、情報の提供に工夫しながら、多くの人に「男女平等参画」をわか
りやすく伝えていくことが重要であり、今後とも男女平等参画に関する情報を効果的に広く提供するため、様々な機会や媒体を
通じ、広報・啓発活動を推進していく必要があることから選定した。

家庭内において、固定的な性別役割分担意識を解消し、家事、育児、介護など男女が平等に共同して担っていく意識の醸成に
ついて、啓発を進める。

また、学校において、児童生徒の発達段階に応じ、男女の互いの人権の尊重、男女の相互理解の重要性、家庭生活の大切さな
どについての指導の充実を図るとともに、性別にとらわれない教育観に立った進路指導、就職指導の充実を図る。

思春期における性行動は活発化する傾向にあり、性感染症発生の増加・低年齢化・情報メディアを利用したサイバー犯罪の増
加が喫緊の課題となっている現状にあることから、長期的展望にたち、特に若年層における性の尊重についての正しい知識の浸
透が重要であるため選定した。
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④

内容

選定理由

⑤

内容

選定理由

⑥

内容

選定理由

【基本方向２】 男女の職業生活と家庭生活の両立の支援
【施策の方向(1)】 家庭生活への男女の平等参画の促進（山中委員）

家庭内における家事･育児･介護への男女平等参画について意識の啓発を行うとともに、仕事と家庭生活との両立のための制度
の定着促進、仕事と生活の調和をとりながら暮らすことの大切さについて啓発を進める。

また、男性も女性も、仕事と育児･介護の両立ができるよう、育児・介護休業制度の普及に努めるとともに、様々な家庭の実
情や多様な就業形態に対応した、育児・介護の支援体制の充実を図る。

【施策の方向(2)】 職業能力開発の充実（梶井会長）

【基本方向３】 就労等の場における男女平等の確保

依然として、家事、育児、介護のほとんどは女性が担っているのが現状であり、また、女性の就業意欲が高まってはいるもの
の、多様な保育サービスや介護支援を受けられる現状にないことから、男性も女性も仕事を続けながら家事、育児、介護の両立
ができる環境の整備が必要であるため選定した。

男女平等参画社会の実現に向け、行政における政策・方針決定過程に多くの女性が参画し、様々な意見を施策に反映できるよ
う、道の審議会等の委員への女性登用の拡大に努める。

また、役職等への女性登用の促進が図られるよう関係機関等へ理解と協力を働きかけ、政策・方針決定過程への女性参画の拡
大に努める。

道の審議会等への女性委員の登用率は、毎年増加しつつあるが全国平均よりも低い状況にあり、道においても市町村において
も、審議会等の分野によっては、委員の性別構成比に偏りがみられる。行政をはじめ、企業や各種団体における方針等の決定の
場に女性が参画し、意見や考え方を反映させていくことは重要であることから選定した。

【施策の方向(2)】 仕事と生活の調和に関する意識啓発（赤坂委員、埼広委員、小林委員）

【施策の方向(5)】 パートタイム労働者や派遣労働者等の雇用環境の整備（多田委員）

結婚などの理由で退職した後の正規社員の復帰が困難であるなど女性を取り巻く環境は厳しいことから、男女雇用機会均等法
や労働基準法など雇用に関する法や制度の周知とともに、事業主、関係機関等との連携により雇用環境の整備を図る必要があ
る。

また、就業に不利な立場にある若年層や子育て中の女性に対する職業能力開発への支援とともに、パートタイム労働者や派遣
労働者等の適正な労働条件の整備・確保について、企業の理解と協力を促進することが必要であることから選定した。

【施策の方向(3)】 育児、介護の支援体制の充実（佐藤副会長、加藤委員、山田委員）

目標Ⅱ 家庭・職場・地域社会における男女平等参画の促進
【基本方向１】 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

【施策の方向(2)】 役職等への女性の登用の促進（小林委員）

就労の場において、性別による固定的な役割分担意識を解消し、女性が男性と均等の機会の下で働き、生活ができるよう募
集・採用、配置・昇進などの男女差別・賃金格差など男女間の公平な処遇の是正に努める。

また、公共職業能力開発施設における訓練内容の充実と職業能力開発に関する情報提供を行うとともに、パートタイム労働者
や派遣労働者等と正規労働者との均衡のとれた待遇の確保のため、企業等に対し、理解と協力を求める。

【施策の方向(1)】 男女の均等な雇用機会と待遇の確保（佐藤美委員、山田委員）

【施策の方向(1)】 審議会等への女性の登用の促進（佐藤美委員、柿田委員）
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⑦ 【基本方向４】 農林水産業・自営業における男女平等参画の促進

内容

選定理由

⑧

内容

選定理由

⑨ 【基本方向６】 男女平等参画を阻害するあらゆる暴力の根絶（女性へのあらゆる暴力の根絶）

内容

選定理由

⑩

内容

選定理由

⑩

内容

選定理由

【基本方向３】 高齢者等が安心して暮らせる環境の整備
【施策の方向(1)】 生きがいと社会参加の促進（永澤委員）

高齢期の男女が経験や知識を活かし、生きがいを持って暮らせる環境づくりに努めるとともに、高齢者の就業意欲や学習要求
に応えるなど社会参加の促進に努める。

高齢者自身が地域の方々と交流など活動を進めていくことが大切であり、地域においても高齢者が培ってきたものを積極的に
活用し、生きがいづくりとなる場が重要となっていることから選定した。

【基本方向２】 生涯にわたる健康づくりの推進
【施策の方向(3)】 母子保健の推進（吉村委員）

保健医療体制の地域間格差があることを踏まえ、保健関係機関や健康づくりの拠点施設の整備を進めるとともに、妊産婦と乳
幼児の健康保持と増進を図る。

農村など地域によっては、妊産婦や乳幼児のための緊急病院が遠方にあり不便になっていたり、子育てなど悩み事について身
近に相談できる子育て支援センターなどの充実を図る必要があるため選定した。

ＤＶについては、道民にかなり知られてきているが、被害者の数が減ることがなく、関係機関への相談件数が増えている状況
にあり、加害者を減らしていくための取組も重要であるため選定した。

男女平等参画社会を実現するためには、地域において行政と連携・協働するＮＰＯなど市民活動を促進することや、女性が
リーダーとして活躍することが重要であることから選定した。

男女の平等参画による地域社会づくりに向け、ＮＰＯなど市民活動の参加促進のための環境整備に努めるとともに、男女平等
参画の実現をめざす活動を推進するための地域リーダーの養成が促進されるよう研修等の充実を図る。

男女の人権の尊重、性の尊重についての理念の浸透を進めるとともに、男女平等参画を阻害する暴力、特に女性に対するあら
ゆる暴力を根絶するため、法制度に基づいた厳正かつ適切な対処や、「第２次北海道配偶者暴力防止計画」に沿って、被害防
止・被害者支援に努める。

【施策の方向(3)】 地域リーダーの養成（永澤委員）

【施策の方向(1)】 農林水産業・自営業における男女平等参画の促進（吉村委員）

【施策の方向(1)】 男女平等参画を阻害する暴力根絶に対する取組の充実（赤坂委員）

【施策の方向(2)】 ＮＰＯ等の市民活動促進（梶井会長）

目標Ⅲ 多様なライフスタイルを可能にする環境の整備

農林水産業･自営業における性別による固定的役割分担意識に基づく慣行や慣習の解消を図るため、啓発の充実に努める。
また、女性農業者が意欲を持って生き生きと能力を発揮できるよう、女性認定農業者の育成支援に努めるなど、女性の社会参

画･経営参画の促進を図る。

農林水産業や商工業等の自営業において、全体的に、性別による固定的役割分担意識が強く、経営上の決定の場に女性の参画
がしにくい状況にあることから、女性の経営参画に関する意識改革・認識の浸透などが必要であるため選定した。

【基本方向５】 地域社会における男女平等参画の促進
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